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「ご連絡」 

 

 当団体は、貴社に対し、２Ｇプリペイドサービス契約のサービス提供停止に

関し、２００９年５月７日付「お問い合わせ」に始まり、同年６月３０日付け

「要請書」、同年９月２０日付「再要請書」の各文書を送付しました。 

 これに対し、貴社からは、同年５月２９日付「回答書」、同年８月１１日付

「ご回答」、同年１１月２５日付「ご回答」の各文書を受領しました。 

 

 これらのやりとりの中で、貴社は、当団体指摘の主たる問題点において次の

措置を実施しました。 

 ①３Ｇプリペイドサービス契約者への料金前払い残高全額の引継ぎ。 

 ②契約者へのサービス提供停止と不利益事実につき、お知らせの個別郵送を

行い周知徹底。 

 しかしながら、次の問題点は未だ解消されてはおりません。 

 ①料金前払い残高が３Ｇプリペイドサービス契約に引き継がれずに消滅させ

てしまった契約者の賠償措置の不存在。 

 ②貴社都合により必要とされる新機種本体代金の無償化（２Ｇ後払い方式の

契約者に対しては、無償化措置が実施されていることとの不均衡）。 

 

 ただ、当団体において貴社に対し、３度目の改善要請を行ったとしても、貴

社１１月２５日付「ご回答」の内容に鑑みれば、貴社において、上記２点につ

き改善措置が採られるものとは思えません。 

http://www.kc-s.or.jp/


 そこで、当団体としましては、現時点においては、貴社との上記書面でのや

りとりの公開をもって、一旦取り組みを終了することにしましたので、お知ら

せいたします。 

 もっとも、上記の残る問題点につきましては、監督官庁等への要請等、今後

も必要に応じて改善の為に必要な働きかけを行う所存です。 

 

 当団体は、貴社が公共性の高いサービスを日本各地において幅広い年齢層に

提供している企業であることを重視し、貴社に対し、契約トラブルを防止する

ためのより一層の企業努力と改善を求めるとともに、貴社の今後の対応を注視

していきます。特に、現在の３Ｇサービスの提供停止の際には、今回、当団体

が指摘した問題点にご留意いただき、消費者の権利を一方的に損なうことのな

い対応をしていただくよう求めます。当団体は、貴社が今回と同じ問題を起こ

さぬよう、今後の推移や苦情状況を注視し続けると共に、状況によっては検討

を再開することもありえることを付言します。 

以上 


